
安全性向上評価届出制度

令和５年４月２６日
原子力規制庁

資料３

～基本部会での今後の議論の参考～



内容

１．制度の概要、届出事項の内容

２．調査審議事項、想定される主な論点、検討
スケジュール（案）

（参考）「高経年化した発電用原子炉の安全規制に
関する検討チーム」での議論
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安全性向上評価届出制度の概要

○ 発電用原子炉設置者は、原子炉等規制法の規定※により、最新の知見を踏まえつつ、施
設の安全性向上に資する設備の設置等の必要な措置を講ずる責務がある。それらの責
務を果たすための取組の実施状況及び有効性について、発電用原子炉設置者が調査・
評価したものが安全性向上評価。

○ 本評価の実施及び評価結果を踏まえ、原子力安全の取組の継続的な改善を図ることを
目的とする。

○ 発電用原子炉設置者は、定期事業者検査終了後6ヶ月以内に評価を実施し、原子力規
制委員会に届出。

○ 発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会に評価結果を届け出た場合、その結果を
公表する必要がある。

＜目的＞

＜実施方法＞

※原子炉等規制法第57条の８

＜原子力規制委員会の確認＞

○ 原子力規制委員会は、届出事項のうち、評価に係る評定の方法等が原子力規制委員会規
則で定める方法に適合していないと認めるときは、発電用原子炉設置者に対し、評定の方
法等の変更を命ずることができる。

○ 届出書に記載すべき事項や、原子力規制委員会による確認の方法については、「実用発電
用原子炉の安全性向上評価に関する運用ガイド」（運用ガイド）を定め、公表。
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安全性向上評価届出の内容（第１章及び第２章）

第１章：安全規制によって
法令への適合性が確認さ
れた範囲

・設置許可申請書等の記載内容に基づく設計に関する最新状
態の説明
・保安規定に基づく保安措置に関する最新状態の説明
・上記は直近の定期事業者検査終了時点での内容
等

第２章：安全性の向上のた
め自主的に講じた措置

－調査等
・保安活動（運転管理、施設管理など）の実施状況を把握し、保安
活動の有効性を確認
・国内外の最新の科学的知見及び技術的知見の調査として、
国内外の研究成果、学会情報、運転経験、基準類等の数千件
にわたる情報を幅広く調査
－安全性向上計画
上記調査結果等を踏まえた自主的な取組による安全性の向
上に資する追加措置が抽出された場合、具体的な計画を記載
等
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安全性向上評価届出の内容（第３章及び第４章）

第３章：安全性の向上の
ために自主的に講じた
措置の調査及び分析

①安全性向上に係る活動の実施状況の評価 ［５年ごとに改訂］
－内部事象及び外部事象に係る再評価
・安全評価の前提となっている内部事象及び外部事象の評価で
用いた情報（例えば、最低気温、積雪量、海水温度や敷地周辺
の地形の変化としてダムや河川の状況、産業施設の設置状況な
ど）について、最新の情報を調査し、評価の見直しの要否を検討
－決定論的安全評価
・安全解析コード等の評価手法は最新知見を適用して評価
－確率論的リスク評価（PRA）
－安全裕度評価（ストレステスト）

②安全性向上に係る活動の実施状況に関する中長期的な評価
（定期安全レビュー（PSR）に相当）［１０年ごとに改訂］
・プラント設計、安全実績、他プラント等の知見の活用、組織等の
１４項目の安全因子ごとに中長期的な観点から評価を実施
・安全因子の一つに「経年劣化」
※運用ガイドにおいて、「経年劣化」について、「構築物、系統及び機器の経年劣化プロ
グラムが、要求される機能を確保するために有効なものであり、経年劣化が効果的に管
理されていることを評価する」こととしている

第４章：総合的な評定 ・第１章から３章までの内容を踏まえ、評定結果及び安全性向上計
画を記載
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（参考）安全性向上評価の届出実績

九州電力株式会社 川内原子力発電所
１号炉 第１回届出 ２０１７年７月６日、第２回届出 ２０１９年１月７日、第３回届出 ２０２０年５月１１日、

第４回届出 ２０２１年６月１５日、第５回届出 ２０２２年７月１５日

２号炉 第１回届出 ２０１７年９月２５日、第２回届出 ２０１９年３月２８日、第３回届出 ２０２０年７月２２日、
第４回届出 ２０２１年７月２６日、第５回届出 ２０２３年１月１１日

九州電力株式会社 玄海原子力発電所
３号炉 第１回届出 ２０２０年２月２０日、第２回届出 ２０２１年６月２２日

４号炉 第１回届出 ２０２０年５月２０日、第２回届出 ２０２１年１０月１５日、第３回届出 ２０２３年２月９日

関西電力株式会社 高浜発電所
３号炉 第１回届出 ２０１８年１月１０日、第２回届出 ２０１９年６月１０日、第３回届出 ２０２１年１０月６日、

第４回届出 ２０２３年３月３日

４号炉 第１回届出 ２０１９年３月２９日、第２回届出 ２０２０年８月２７日、第３回届出 ２０２１年１１月１５日

関西電力株式会社 大飯発電所
３号炉 第１回届出 ２０２０年１月２４日、第２回届出 ２０２２年１月１３日

４号炉 第１回届出 ２０２０年４月１３日、第２回届出 ２０２１年８月６日、第３回届出 ２０２３年２月２０日

関西電力株式会社 美浜発電所
３号炉 第１回届出 ２０２３年３月２８日

四国電力株式会社 伊方発電所
３号炉 第１回届出 ２０１９年５月２４日、第２回届出 ２０２２年７月２２日

※下線はPSR相当の評価を実施している届出
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調査審議事項

４．核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第４３条の３の２９
の規定に基づき発電用原子炉設置者が行う発電用原子炉施設の安全性の向
上のための評価について、制度のあり方や運用の見直しについて助言を行うこ
と。まず、現行制度の枠組みを前提とした運用の改善について報告すること。

◯法定事項（原子炉等規制法第４３条の３の２９）
・事業者による評価実施義務（第１項）
・評価の実施方法（第２項）
①自主設備の設置等を含め、事故の発生防止等のために講じた措置とその効果
②それでもなお重大事故の発生に至る可能性
を調査・分析し、原子炉施設の全体に係る安全性を総合的に評定
・評価結果、調査・分析・評定の方法等の届出義務（第３項）
・調査・分析・評定の方法に関する変更命令（第４項）
・事業者による、届出た評価の結果等の公表（第５項）

原子炉安全専門審査会及び核燃料安全専門審査会の調査審議事項

評価の実施周期、調査・分析や評定の方法の詳細は、規則や運用ガイドで
規定
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想定される主な論点

◯「as is文書※」のあり方
※原子炉等規制法に基づく設置（変更）許可、設計及び工事計画の（変更）認可、保安規
定（変更）認可に基づく、発電所の最新の状態をまとめた文書

・「公開性、わかりやすさ」と「詳細性」

◯発電所の実力評価
・PRA、ストレステストの改善
・号機毎の評価or発電所毎の評価

◯中長期的な安全性向上に資する評価のあり方
・PSR（定期安全レビュー）の活用
・高経年化対策への活用（いわゆる「設計の古さ」の改善への活用等）

◯その他
・社会とのコミュニケーションツールとしての役割
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検討スケジュール（案）

第１回（令和５年４月２６日）
・想定される論点や今後の議論の方向性

第２回（７～８月？）
・第１回の議論の整理、深掘り

第３回（１０～１１月？）
・事業者等からの意見聴取
・第２回までの議論の深掘り

第４回（令和６年２～３月？）
・運用改善に関する助言案の議論
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認可の基準（第43
条の3の９第３項）
・許可整合
・技術基準適合○技術基準維持義務

（第43条の3の14）

○定期事業者検査
（第43条の3の16第1項）

基本設計段階

詳細設計
建設段階

運転段階

設計及び工事計画認可・届出
(第43条の3の9 / 第43条の3の10)

設置許可
(第43条の3の5)

施設の健全性を担保
（ハード面の規制）

保安活動の妥当性を担保
（ソフト面の規制）

保安規定認可
(第43条の3の24第1項)

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（原子炉等規制法）に基づき、原子力発電所の安全
規制を実施し、各段階で事業者からの申請等に基づき、基準の適合性などを確認。

使用前事業者検査
（第43条の３の11第１項）

廃止措置
段階

○保安措置義務
（第43条の３の22第１項）

○保安規定遵守義務
(第43条の3の24第4項)

長期施設管理計画の認可
(新第43条の3の32第１項、第３項)

廃止措置計画認可
(第43条の3の3４第２項)

許可の基準（第43
条の3の６第１項）
・平和目的
・経理的基礎
・技術的能力
・設備基準適合
・品質管理体制

認可の基準（第43
条の3の２４第２
項）
・許可整合
・災害の防止上支障
がないこと

これらの許認可等の
基準等を総称して、
規制基準と呼称

これらの許認可等の
基準等を総称して、
規制基準と呼称

認可の基準（新第
43条の3の３２第６
項）
・劣化評価が適確
・災害の防止上支障
がないこと
・劣化を踏まえ技術
基準適合○劣化管理措置義務

（新第43条の３の32第８項）

原子炉等規制法の枠組み

バ
ッ
ク
フ
ィ
ッ
ト
命
令

(

第
４
３
条
の
３
の
２
３
第
１
項)

原
子
力
規
制
検
査

(

第
６
１
条
の
２
の
２)

安全性向上評価届出
（第43条の３の２９）
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高経年化原子炉の安全性確保するための制度

運
転
開
始

か
ら
の
期
間

運転開始

現
行
の
制
度

30年 40年 50年 60年

認可
(40年を超えて運転する場合)

申請

以下を審査で確認する。

・運転開始後40年目で行う特別点検の結果を踏
まえた技術評価
・長期施設管理方針の実施を踏まえた原子炉施
設の技術基準適合性

＜運転期間延長認可制度＞＜運転期間延長認可制度＞
20年を超えない期間での

運転延長

以下を審査で確認する。

・長期施設管理方針（保安規定の変更）

＜高経年化技術評価制度＞＜高経年化技術評価制度＞

認可申請

統合

運
転
開
始

か
ら
の
期
間

運転開始 40年 50年 60年30年
10年を超えない期間での

運転延長
10年を超えない期間での

運転延長
10年を超えない期間での

運転延長

以下を審査で確認する。

・長期施設管理計画 ⇒ 「必要な措置」
☑ 長期施設管理方針

☑ 劣化状態の点検方法・結果（運転開始後40年の場合は特別点検を実施）

☑ 劣化に関する技術評価の方法・結果を踏まえた原子炉施設の技術基準適合性 等

認可 認可申請
(30年を超えて運転する場合)

申請

：高経年化原子炉の技術基準適合性を確認するタイミング

実施状況は検査で確認

認可申請 認可申請

認可申請 認可申請

改
正
後
の
制
度



長期施設管理計画の記載事項（案）

長期施設管理計画（本文）

長期施設管理計画（案）

添付書類

劣化管理に関する方針及び目標＊

劣化評価の方法及びその結果
・劣化状況把握のための点検
（通常保全＋特別点検（40年目））

・劣化評価の方法
・劣化評価の結果

長期施設管理計画の期間＊
・計画の始期、計画期間

劣化を管理するために必要な措置
・長期施設管理方針（追加保全）
・劣化管理プログラム（サプライチェーン等の管理
を含む）

劣化管理に係る品質マネジメントシステム＊
・劣化管理に係る品質マネジメントシステム

・劣化状況の把握のための点検に
関する説明書

・劣化評価に関する説明書
（サプライチェーン等の評価を含む）

・劣化管理に係る品質マネジメント
システムに関する説明書

・その他必要と認めるもの

原
子
炉
等
規
制
法
に
お
い

て
規
定
さ
れ
る
事
項

現行制度において添付されている高経年化技術評価書等の記載事項を踏まえて整理・検討する。

現
行
制
度
の
高
経
年
化
技
術
評
価
書

等
に
お
い
て
記
載
さ
れ
て
い
る
内
容

を
基
に
整
理
・検
討

第１回高経年化した発電用原子炉の安全規制に関する検討チーム資料３に加筆・修正】

＊高経年化技術評価評価書等との比較における新規の記載事項 14



「設計の古さ」への対応イメージ

※安全性向上評価届出の導入趣旨

事業者がより高度な安全性を追求するために自主的に当該要求内容を上回る措置を講ずることは否定されるものではなく、むしろ発電用原子炉施設の安全性向上の
観点から望ましいことであることから、このような事業者の自主的な取組を推奨するため、事業者自らが規制に よるもの以外に事故の発生及び拡大の防止対策を講じ

た際の発電用原子炉施設の安全性の評価を義務付け（第43条の３の29第１項）、それを届出・公表させる制度。評価結果について公表させることで安全性を向上させ
るインセンティブが生じ、更なる安全性向上に資する措置を講じること（ソーシャルプレッシャー）が期待できる。なお、原子力規制委員会は、評価に係る調査等の方法
の変更を命じる（第43条の３の29第４項）ことができ、虚偽届出・命令違反等に過料（第82条第４号の２から第４号の４まで）が課される。

バックフィット

安全性向上評価施設管理 長期施設
管理

規制の水準を引き上げることで相対的に
「古い設計」に対応
（例）重大事故を想定していなかった「古
い設計」に対して重大事故対策を要求

将来的な基準適合性を維持
するため、通常保全に加え、
劣化を管理するための追加
保全を抽出・実施

自然ハザード等の外環境の変化に対
する評価や経年劣化が効果的に管理
されているか（製造中止品管理を含
む）などを評価

国内外の事故・トラブル情報、規制動向、安全研究等から得られた知見

対応が必要なレベルの「設計の古さ」を認知



（参考）関係法令（１／２）
○核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三十二年六月十日法律第百六十六号）
（発電用原子炉施設の安全性の向上のための評価）
第四十三条の三の二十九 発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その発電用原子炉施設における安
全性の向上を図るため、原子力規制委員会規則で定める時期ごとに、当該発電用原子炉施設の安全性について、自ら評価をしなけ
ればならない。ただし、第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けた発電用原子炉については、原子力規制委員会規則で定める
場合を除き、この限りでない。
２ 前項の評価は、次に掲げる事項について調査をし、及び分析をし、並びにこれらの調査及び分析の結果を考慮して当該発電用原子
炉施設の全体に係る安全性について総合的な評定をして、行わなければならない。
一 発電用原子炉施設において予想される事故の発生及び拡大の防止（以下この号において「事故の発生の防止等」という。）のため
次に掲げる措置を講じた場合における当該措置及びその措置による事故の発生の防止等の効果に関する事項
イ 第四十三条の三の十四の技術上の基準において設置すべきものと定められているもの以外のものであつて事故の発生の防止
等に資する設備又は機器を設置すること。
ロ 保安の確保のための人員の増強、保安教育の充実等による事故の発生の防止等を着実に実施するための体制を整備すること。
二 前号イ及びロに掲げる措置を講じたにもかかわらず、重大事故の発生に至る可能性がある場合には、その可能性に関する事項
３ 発電用原子炉設置者は、第一項の評価を実施したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該評価の結果、当該評
価に係る調査及び分析並びに評定の方法その他原子力規制委員会規則で定める事項（第五項において「評価の結果等」という。）を
原子力規制委員会に届け出なければならない。ただし、第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けた発電用原子炉については、
原子力規制委員会規則で定める場合を除き、この限りでない。
４ 原子力規制委員会は、前項の規定により届け出られた事項のうち、当該評価に係る調査及び分析並びに評定の方法が原子力規制
委員会規則で定める方法に適合していないと認めるときは、その届出をした発電用原子炉設置者に対し、調査若しくは分析又は評定
の方法を変更することを命ずることができる。
５ 発電用原子炉設置者は、第三項の規定による届出をしたときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該届出をした評
価の結果等を公表するものとする。

第五十七条の八 製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料
貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者及び使用者（旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧試験研究用等原子炉設置者等、旧発
電用原子炉設置者等、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等、旧廃棄事業者等及び旧使用者等を含む。以下「原子力事
業者等」という。）並びに核原料物質を使用する者（前条第一項第一号又は第三号に該当する場合を除く。第六十一条の二の二第一
項及び第八十一条第二号において同じ。）は、この法律の規定に基づき、原子力の研究、開発及び利用（第六十一条の二の二第八項
及び第六十二条の二の二において「原子力利用」という。）における安全に関する最新の知見を踏まえつつ、核原料物質、核燃料物質
及び原子炉による災害の防止又は特定核燃料物質の防護に関し、原子力施設若しくは核原料物質の使用に係る施設（以下「原子力
施設等」という。）の安全性の向上又は特定核燃料物質の防護の強化に資する設備又は機器の設置、原子力施設等についての検査
の適正かつ確実な実施、保安教育の充実その他の必要な措置を講ずる責務を有する。 16



（参考）関係法令（２／２）

○実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（昭和五十三年十二月二十八日通商産業省令第七十七号）
（安全性の向上のための評価の実施）
第九十九条の二 法第四十三条の三の二十九第一項の評価（以下「安全性向上評価」という。）をする者は、発電用原子炉ごとに、当
該安全性向上評価をしなければならない。
（安全性の向上のための評価の実施時期）
第九十九条の三 法第四十三条の三の二十九第一項の原子力規制委員会規則で定める時期は、定期事業者検査が終了した日以降
六月を超えない時期とする。ただし、発電用原子炉の設置又は発電用原子炉の基数の増加の工事の後、定期事業者検査を行ってい
ないものにあっては、その運転が開始された日以降六月を超えない時期とする。
（評価の結果等の届出）
第九十九条の四 法第四十三条の三の二十九第三項の規定による届出をしようとする者は、安全性向上評価をした後、遅滞なく、当該
安全性向上評価の結果、当該安全性向上評価に係る調査及び分析並びに評定の方法並びに次条に定める事項（以下「評価の結果
等」という。）を原子力規制委員会に届け出なければならない。
２ 前項の提出部数は、正本一通とする。
（届出事項）
第九十九条の五 法第四十三条の三の二十九第三項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 当該安全性向上評価に係る発電用原子炉施設の名称及び所在地
（評価に係る調査及び分析並びに評定の方法）
第九十九条の六 法第四十三条の三の二十九第四項に規定する原子力規制委員会規則で定める方法は、次に掲げるものとする。
一 発電用原子炉施設において予想される事故の発生及び拡大の防止（以下この号において「事故の発生の防止等」という。）のため
の措置を講じた場合における当該措置及びその措置による事故の発生の防止等の効果に関する次に掲げる事項を確認すること。
イ 当該発電用原子炉施設について、技術基準において設置すべきものと定められているものが設置されていること。
ロ 当該発電用原子炉施設について、法第四十三条の三の二十四第一項の認可又は変更の認可を受けた保安規定に定める措置
が講じられていること。
ハ 当該発電用原子炉施設において、発電用原子炉施設における安全に関する最新の知見を踏まえつつ、自ら安全性の向上を図
るためイ及びロの規定により確認することとされている措置に加えて講じた措置の内容及びその措置による事故の発生の防止等
の効果

二 前号に掲げる措置を講じたにもかかわらず、重大事故の発生に至る可能性がある場合には、その可能性に関する事項について、
発生する可能性のある事象の調査、分析及び評価を行い、その事象の発生頻度及び当該事象が発生した場合の被害の程度を評
価する手法その他の重大事故の発生に至る可能性に関する評価手法により確認すること。
三 前二号により確認した内容を考慮して、当該発電用原子炉施設の全体に係る安全性についての総合的な評定を行うこと。
（評価の結果等の公表）
第九十九条の七 法第四十三条の三の二十九第五項の規定による公表は、法第四十三条の三の二十九第三項の規定による届出を
した後、遅滞なく、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 17
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